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改定後 現行 

             

製造時等検査料金 

■第一種圧力容器 

１ 検査基本料金 登録製造時等検査機関業務規程第 13 条１項関係 

（1）構造検査又は使用検査の検査基本料金：構造部分等に係る検査基本料金の検査等内訳（1 基ごと） 

検査基本料金  内容積 (m3) 検査基本料金 （円） 

（能力別区分）                         ０．５未満  １２，３００ 
       ０．５以上   １未満  １７，２００ 
        １以上   ２未満  ２２，０００ 
       ２以上    ５未満  ２６，８００ 
       ５以上   １０未満  ３２，２００ 
        １０以上  ３０未満  ４１，８００ 
        ３０以上     ６０未満  ４７，２００ 
        ６０以上    ５２，１００ 

検査等内訳 

  ①申請書類の受付確認 

  ②設計審査 

  ③材料、外観検査 

  ④水圧試験（指定外国検査機関の基準等適合証明書の結果により実施を省略する場合がある） 

  ⑤安全装置・附属品の検査 

  ⑥明細書作成交付 

 

（2）溶接検査の検査基本料金：溶接主要部に係る検査基本料金の検査等内訳（1 基ごと） 

検査基本料金（溶接部の区分）  

ア 胴を溶接する場合 

  ㋐ 胴の長手方向における溶接部の長さが５m 未満のもの 

 

胴の最大内径 （m） 検査基本料金 （円） 

           ０．５未満 ２６，６００ 

 ０．５以上  １未満 ４１，７００ 

  １以上  ５７，０００ 

 

㋑ 胴の長手方向における溶接部の長さが５m 以上１０m 未満のもの 

胴の最大内径 （m） 検査基本料金 （円） 

            ０．５未満 ３６，７００ 

 ０．５以上  １未満 ４６，８００ 

  １以上    ６２，１００ 

 

  ㋒ 胴の長手方向における溶接部の長さが１０m 以上のもの 

胴の最大内径 （m） 検査基本料金 （円） 

           ０．５未満 ４１，７００ 

 ０．５以上  １未満 ５２，０００ 

  １以上    ６７，２００ 

 

 

製造時等検査料金 

■第一種圧力容器 

１ 検査基本料金 登録製造時等検査機関業務規程第 13 条１項関係 

（1）構造検査又は使用検査の検査基本料金：構造部分等に係る検査基本料金の検査等内訳（1 基ごと） 

検査基本料金  内容積 (m3) 検査基本料金 （円） 

（能力別区分）                         ０．５未満   ９,９００ 
       ０．５以上  １未満  １３,８００ 
        １以上   ２未満  １７,６００ 
       ２以上    ５未満  ２１,５００ 
       ５以上   １０未満  ２５,８００ 
        １０以上  ３０未満  ３３,５００ 
        ３０以上     ６０未満  ３７,８００ 
        ６０以上    ４１,７００ 

検査等内訳 

  ①申請書類の受付確認 

  ②設計審査 

  ③材料、外観検査 

  ④水圧試験（指定外国検査機関の基準等適合証明書の結果により実施を省略する場合がある） 

  ⑤安全装置・附属品の検査 

  ⑥明細書作成交付 

 

（2）溶接検査の検査基本料金：溶接主要部に係る検査基本料金の検査等内訳（1 基ごと） 

検査基本料金（溶接部の区分）  

ア 胴を溶接する場合 

  ㋐ 胴の長手方向における溶接部の長さが５m 未満のもの 

 

胴の最大内径 （m） 検査基本料金 （円） 

           ０．５未満 ２１,３００ 

 ０．５以上  １未満 ３３,４００ 

  １以上  ４５,６００ 

 

㋑ 胴の長手方向における溶接部の長さが５m 以上１０m 未満のもの 

胴の最大内径 （m） 検査基本料金 （円） 

            ０．５未満 ２９,４００ 

 ０．５以上  １未満 ３７,５００ 

  １以上    ４９,７００ 

 

  ㋒ 胴の長手方向における溶接部の長さが１０m 以上のもの 

胴の最大内径 （m） 検査基本料金 （円） 

        ０．５未満 ３３,４００ 

 ０．５以上  １未満 ４１,６００ 

  １以上    ５３,８００ 
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改定後 現行 

 

イ 鏡板、底板、管板又はふた板のみを溶接する場合 

鏡板、底板、管板又はふた板の最大

内径のうち最大のもの （m） 
検査基本料金 （円） 

           ０．５未満 ２６，６００  

 ０．５以上  １未満 ４１，７００  

  １以上  ６７，２００  

 

検査等内訳 

  ①申請書類の受付確認 

  ②設計審査    

  ③材料検査    

  ④開先検査    

  ⑤機械試験    

  ⑥放射線試験   

  ⑦外観検査    

  ⑧明細書作成交付  

 

（3）上記以外の検査基本料金（検査技術料）  

  上記（1）及び(2)の検査基本料金は、申請書類の受付確認と設計審査及び明細書作成交付を除き、立会に 

よる検査・試験となり、申請書面との照合、水圧試験等を試験地にて実地の確認となります。 

   これら立会による検査・試験の項目が一部未了等により複数日にわたる場合、構造の欠陥による実地再確 

認を必要とする場合は、その都度、検査基ごとに上記検査基本料金に次の検査技術料を追加し実施します。 

検査種別 検査技術料（円） 

構造検査 １０,０００ 

溶接検査 １０,０００ 

使用検査 １０,０００ 

 

２ 容器明細書、溶接明細書等の証明料金 

  業務規程第 22 条関係の第一種圧力容器明細書、溶接明細書の証明等については 1件につき 4,000 円(消費

税 外税)を手数料金とします。 

  なお、これら証明のため実地確認が必要な場合、出張等に係る旅費等の負担、所定時間外の実施について

は割り増し料金が発生します。 

 

３ その他 

 （1）料金に係る消費税は外税となります。 

 （2）検査に係る出張料金（交通費、日当及び宿泊料）及び深夜日当は別途定めております。 

 （3）実地確認に係る出張料金（交通費、日当及び宿泊料）及び深夜日当は上記（2）に準じます。 

 

【備考】この料金表は、２０２１（令和３年）年４月１日から適用します。 

 

イ 鏡板、底板、管板又はふた板のみを溶接する場合 

鏡板、底板、管板又はふた板の最大

内径のうち最大のもの （m） 
検査基本料金 （円） 

           ０．５未満 ２１,３００  

 ０．５以上  １未満 ３３,４００  

  １以上  ５３,８００  

 

検査等内訳 

  ①申請書類の受付確認 

  ②設計審査    

  ③材料検査    

  ④開先検査    

  ⑤機械試験    

  ⑥放射線試験   

  ⑦外観検査    

  ⑧明細書作成交付  

 

（3）上記以外の検査基本料金（検査技術料）  

  上記（1）及び(2)の検査基本料金は、申請書類の受付確認と設計審査及び明細書作成交付を除き、立会に 

よる検査・試験となり、申請書面との照合、水圧試験等を試験地にて実地の確認となります。 

   これら立会による検査・試験の項目が一部未了等により複数日にわたる場合、構造の欠陥による実地再確 

認を必要とする場合は、その都度、検査基ごとに上記検査基本料金に次の検査技術料を追加し実施します。 

検査種別 検査技術料（円） 

構造検査 １０,０００ 

溶接検査 １０,０００ 

使用検査 １０,０００ 

 

２ 容器明細書、溶接明細書等の証明料金 

  業務規程第 22 条関係の第一種圧力容器明細書、溶接明細書の証明等については 1件につき 4,000 円(消費

税 外税)を手数料金とします。 

  なお、これら証明のため実地確認が必要な場合、出張等に係る旅費等の負担、所定時間外の実施について

は割り増し料金が発生します。 

 

３ その他 

 （1）料金に係る消費税は外税となります。 

 （2）検査に係る出張料金（交通費、日当及び宿泊料）及び深夜日当は別途定めております。 

 （3）実地確認に係る出張料金（交通費、日当及び宿泊料）及び深夜日当は上記（2）に準じます。 

 

【備考】この料金表は、２０２０（令和２年）年４月１日から適用します。 

 


